
令和６年６月15日 夏井町振興協議会報  

祝 開業30周年 もぐらんぴあ  
開業１周年 道の駅いわて北三陸 

 今年は市内の各施設が節目の年を迎え、多くの観光客が訪れ、賑わいました。 

 久慈地下水族科学館もぐらんぴあ（宇部修館長）は今年で30周年を迎えました。もぐらんぴ

あは日本で唯一の地下科学水族館で、久慈国家石油備蓄基地の作業坑を活用して平成６年４月

22日に開館しました。直後のゴールデンウィークは、山形町戸呂町まで大渋滞となった当時が

思い出されます。東日本大震災により被災したため復旧工事が行われ、まちなか水族館として

移転開業した後、平成28年４月23日に防災機能を備えた水族館として再開しました。 

 広域道の駅いわて北三陸は令和５年４月19日に開業し１周年を迎えました。駐車場は満車状

態が続き、キャラクター遊具で遊ぶ子供たちはゴールデンウィークを楽しんでいました。 

 このほか、久慈国家地下石油備蓄基地は平成５年９月に全面完成し、令和６年２月にオイル

インが完了して30年、三陸鉄道が開業して40年となる節目の年となりました。 
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交通防犯部 一時停止標識の位置が変わります 

 振興協議会だより第89号「ウインカーどっち？調べてみた」でお知らせしていた交差点の一時停

止標識の位置が変わります。場所は田澤ブロイラー様西側交差点夏井町早坂第13地割内市道大崎本

通り線で、市道夏井線側（夏井公民館前バス停側堤防道路）に令和６年秋ごろに移設される予定と

なっています。 

 これにより、防災公園方面と夏井中学校方面の道路は直線扱いとなり、堤防道路側に進行する場

合はウインカー操作が必要となります。堤防道路側から西進してきた場合は一時停止しなければな

りません。一時不停止の違反点数は２点で、反則金は７千円、合図不履行違反の違反点数は１点で

反則金は６千円です。もちろん、飲酒運転や携帯電話を操作しながらの運転はご法度です。 

 この交差点では度々事故が発生しており、警察による交通取り締まりが強化されています。事故

を防ぐため、交通標識に従い確実な一時停止と、ウインカーの適切な操作をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月に、夏井町内官公庁に１名の方が

異動されました。ご挨拶をお願いしましたのでご

紹介します。 
 
 

この度４月より夏井市民センター所長に着任しました、澤口と申します。 

私は夏井町田沢の出身で、平山小、夏井中学校の卒業生です。旧知の皆様からは

センター来庁時等に、あたたかな声をかけていただき、大変うれしく、心強く思っ

ています。ありがとうございます。また、初めてお会いする皆様、どうぞよろしく

お願いします。 

市民センターは地域の活動拠点そして学びの場です。その役割を果たすことができるよう皆様と一緒にセ

ンター事業を進めていきたいと考えております。また、久慈市では地域防災力の向上について、市を挙げて

取り組んでいるところであり、夏井地区の皆様と共に市民センターも活動させていただきたいと思います。

皆様のご協力、ご指導をよろしくお願い申し上げます。 

  

防災公園側から夏井中学校側に

進行する場合は、堤防道路側に

注意しながら進行します。堤防

道路側に進行する場合は右ウイ

ンカーを点滅させ右折します。 

夏井中学校側から防災公園側に

進行する場合は、堤防道路側に

注意しながら進行します。堤防

道路側に進行する場合は左ウイ

ンカーを点滅させ左折します。 

堤防道路側から西進した場合は

進行する方向のウインカーを点

滅させ、必ず一時停止します。

左右を確認してから右左折しま

す。 
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消防防災部 地震雷「人間」火事・・・ 
 このところ、火災発生を周知する防災無線放送の回数が増えている気がします。特にも、春

と秋の「やっこい」の時期は、毎日のように注意喚起の放送が流れ、舌の根の乾かぬうちに

「火災が発生しました。」…これ、どうにかなりませんか？ 

 防災無線の放送内容は、「野外焼却は、一部の例外を除き禁止されています。やむを得ず、枯

れ草や落ち葉を焼却する場合は消防署へ届け出るよう皆様のご協力をお願いします。なお、電

話での届出も受け付けています。無届での焼却行為は行わないよう、ご協力をお願いします。」

となっています。ひとたび火災が発生すると、消防職団員が消火活動を行います。この人件

費・燃料費・設備費はすべて「税金」によって賄われます。使わなくてもよかったはずのお金

が使われてしまいます。 

 野外焼却はそもそも、次の４点が大前提となっています。 

「全国的に野外焼却は原則禁止となっていること。」 

「消防署に届け出ることで、野外焼却が許可されるわけではないこと。」 

「無届での焼却行為は禁止されていること。」 

「焼却する場合は少量ずつ燃やし、その場を離れないこと。」 

 夏井町は農業が盛んな地域です。枯れ木枯草の焼却行為がどうしても必要になります。命を

育むための食料を生産するために、生命や財産が火災により脅かされ、失われてしまうようで

は本末転倒です。火災発生原因の多くは「人間」の活動によるものであることを認識

しなければなりません。 

焼却行為のルールを再確認し、夏井町火災発生件数「ゼロ」となるよう努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化部 新年交歓会が行われました。 

 令和２年以来４年ぶりとなる、夏井町民新年交歓会が行われまし

た。久慈市総合政策部長下山琢也様、県議会議員中平均様、久慈市

教育長後忠美様、市議会議員山内七恵様、同小林光彦様をお招き

し、夏井中学校生徒による夏井大梵天神楽、婦人会による踊りが披

露され、新年を祝いながら親睦を深めました。 

昭和58年４月27日久慈大火の様子。ちょっとした火の不始末が大災害に発展します。東日本大震災と同じく、

風化させてはならない災害のひとつです。（久慈消防本部HPより写真引用。） 
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体育部 第１９回久慈市民体育大会について 
 

 久慈市民体育大会の競技が始まっています。５月12日に行われたママさんバレーボール
競技では、中央・夏井チームが小久慈・侍浜チームを破り優勝しました。おめでとうご

ざいます。 

天候による開催日時変更などが想定されますので、久慈市体育協会ホームページに掲載され

ている最新の情報を確認しましょう。https://www.kuji-sports.jp/ 

 参加希望の種目がございましたら、体育部（小林：090-7075-9368）までご連絡ください。 

今年２月末のドカ雪にはお手上げだった。思えば平成26年２ 

月も同じように大雪が降り、市内は大混乱に陥った。大雪の度 

に「除雪機と最低地上高が高い車を買おう」と思うのだが、実現したことはもちろんない。 

40センチ近く積もった重く湿った雪を排除しながら、今、地震と津波が押し寄せてきたら…

と思いゾッとした。ヤツらは順番を守らない。しかし、痛く冷たい思いは絶対にしたくない。

逃げて食べて生き延びるだけの準備ならできそうだ。賞味期限切れ間近のカロリーメイトを噛

締めながら、汚い命根性にさらに磨きをかけるのであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告主募集中 

掲載希望の方は 

事務局までご連絡ください 


